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教育クラウドプラットフォーム「まなびポケット」利用規約【現改比較表】 2026 年 3 月 16 日現在 

～2026年3月17日 2026年3月18日～ 
 

第１章（共通） 

第 22 条（利用団体の承諾） 第 22 条（利用団体の承諾） 

１） 利用団体は次のことに同意していただきます。 

①利用団体又は利用者から受領した入力データは、コンテンツ卸業者のサーバシステムに転送、保存されることがありま

す。入力データのうち、個人データに関しては第 31 条（個人情報の取扱い）の定めにもとづくものとします。 

②本サービス利用のために利用団体又は利用者が作成し、当社が受領した入力データに含まれる文章、コンテンツ及び

情報については、利用団体の責任で作成、送付するものとします。 

③利用団体又は利用者の入力したデータ及びサービスの使用が、いずれかの法律又は第三者の権利に違反する（又

はその申し立てを受ける）可能性があると当社が判断する場合、当社は当該データを削除し、利用団体のサービスの使

用を禁止することができるものとします。 

１） 利用団体は次のことに同意していただきます。 

①利用団体又は利用者から受領した入力データは、コンテンツ卸業者のサーバシステムに転送、保存されることがありま

す。入力データのうち、個人データに関しては第 31 条（個人情報の取扱い）の定めにもとづくものとします。 

②本サービス利用のために利用団体又は利用者が作成し、当社が受領した入力データに含まれる文章、コンテンツ及び

情報については、利用団体の責任で作成、送付するものとします。 

③利用団体又は利用者の入力したデータ及びサービスの使用が、いずれかの法律又は第三者の権利に違反する（又は

その申し立てを受ける）可能性があると当社が判断する場合、当社は当該データを削除し、利用団体のサービスの使用を

禁止することができるものとします。 

④本サービスの提供に伴い、当社は利用者の利用状況を把握する目的で、第三者のサービスを利用します。同サービスの

利用にあたり、日本国外において、個人情報を含むデータが処理される可能性があります。 

 附 則（令和８年 3 月 16 日 ＳＷＢエデ 000400005274-01 号） 

（実施期日） 

この改正規定は、令和 8 年 3 月 18 日から実施します。 

 




